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１ 計画策定の趣旨 

本市は、東京都心から２５ｋｍという首都近郊にありながら、個性豊かな農業が営まれ、

季節ごとに多彩な農産物が生産されています。一方で、大規模な商業施設を中心に市外か

らも多くの消費者が訪れるという特徴も併せ持っています。 

本計画は、このような地域の実情を踏まえ、市民の食の安全・安心を確保することを目

的として、食品衛生法（以下「法」という。）第２４条の規定に基づき策定します。 

また、本計画は、食品等の生産や製造から販売までの実態や近年の食品による健康被害

の発生状況を考慮のうえ、関係機関との連携を確保することにより流通食品の検査や食品

等事業者への監視指導等を効果的かつ効率的に実施することを目的としています。 

 

 

２ 監視指導の実施体制 

 

（１）適用区域及び期間 

ア 適用区域 越谷市全域 

イ 適用期間 平成３０年４月１日から平成３１年３月３１日まで 
 

（２）実施機関 

次の体制により、越谷市保健所が実施します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ※ 一部の検査については、埼玉県衛生研究所、埼玉県食肉衛生検査センター及び 

民間登録検査機関に委託して実施します。 

 

（３）関係機関との連携確保 

ア 厚生労働省、消費者庁及び農林水産省との連携 

（ア）大規模な食中毒発生時や市の区域を超えて広域的に流通する食品等に係る違反 

事件は、速やかに厚生労働省に通報し、連携して対応を図ります。 

（イ）食品等の表示に係る調査や立入検査を、消費者庁、農林水産省関東農政局及びそ 

生活衛生課 

食肉衛生検査所 

衛生検査課 

 飲食店や給食施設等の食品関係施設及び卸売市場の監視指導を

実施します。 

 と畜場及びと畜場に併設された食肉処理業の許可を受けた施設

（以下「併設食肉処理場」という。）並びに食鳥処理場の監視指導

を実施します。 

 また、牛、豚等の食肉及び鶏等の食鳥肉の検査を実施します。※ 

 生活衛生課が収去した食品等について、検査を実施します。※ 

保健所 



- 4 - 

の他関係機関と実施し、食品表示行政における連携を確保します。 

（ウ）広域に流通する有害または有毒な食品に関しては、消費者庁及びその他関係行政

機関との間で違反情報を相互に提供するなど連絡及び連携体制を確保します。 

イ 他都道府県及び政令市、中核市等との連携 

（ア）食中毒事件や広域流通食品等の違反事例については、必要に応じて関係する自治

体と連携して対応を図ります。 

（イ）近隣自治体との連携や協力を一層深めるために、「関東甲信越静ブロック食品衛

生主管課長会議」、「首都圏食品衛生担当課長食中毒等防止連絡会」、「関東甲信

越ブロック食肉衛生検査所協議会」等を通じて、情報の共有化を図ります。 

（ウ）県内に流通する食品の安全性を確保するため、埼玉県、さいたま市、川越市及び

川口市と密接に連携し、平常時から意見交換、情報の共有化を図ります。 

ウ 庁内連携及び関係機関との連携 

（ア）残留農薬等の食の安全に係る問題は、生産段階に係る食品安全規制も含めた違反

情報等を相互に提供する等、保健医療部と環境経済部等が緊密な連絡及び連携体制

を確保します。 

（イ）学校や社会福祉施設の給食施設における衛生管理を徹底するため、保健医療部と

学校教育部、福祉部及び子ども家庭部が連携を図り、食中毒等の事故を防ぐととも

に、発生時には速やかに情報を共有して対処します。 

（ウ）製造・供給過程において、悪意を持った者が毒物を混入（以下「食品テロ」とい

う。）した食品等に係る対応に当たっては、国の関係機関と連携し、必要に応じて、

越谷警察署等と連携を図ります。 

 

（４）試験検査実施機関の体制の整備 

ア 信頼性の確保 

試験検査の実施機関は、検査又は試験に関する事務の管理に係る規定（ＧＬＰ）に

より、試験検査の信頼性確保を図ります。 

また、内部点検、内部精度管理及び外部精度管理の定期的な受検等を実施するとと

もに、これらの結果を検証し、機関の技術向上及び信頼性確保に取り組みます。 

イ 情報の共有及び検査技術の向上 

厚生労働省や近隣の自治体が主催する研修会等に参加し、試験検査に関する情報を

共有するとともに、検査員の資質向上に努めます。 

 

（５）監視体制の充実･強化 

中核市保健所として発足して４年目を向かえ、監視指導の更なる充実強化を目指して、

監視実施体制の充実を進めます。 
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３ 食品の危害防止対策 

 

（１） 食中毒予防対策 

埼玉県全域(以下「県全域」という）及び全国での食中毒の発生状況等を踏まえ、食

中毒予防対策を実施します。 

平成２９年次に越谷市内では、ノロウイルスによる食中毒が１件、カンピロバクタ

ーによる食中毒が１件、バイケイソウによる食中毒が１件発生しました。 

また、県全域で発生した食中毒事件は２６件（再掲）でした。このうちカンピロバ

クターを原因とするものが１５件（再掲）と半数以上を占めました。さらに、埼玉県、

群馬県では同一惣菜チェーン店における死亡事例を伴う腸管出血性大腸菌Ｏ１５７

による食中毒が発生しました。 

以上のことから平成３０年度は、次の事項に重点を置いた対策を行います。 

ア ノロウイルスを原因とした食中毒への予防対策 

ノロウイルスによる食中毒の原因の多くは、調理従事者による食品の汚染によるも

のであることから、調理従事者の健康管理等に重点を置いた予防対策を実施します。 

あらゆる機会をとらえ、調理従事前等の流水・石けんによる手洗い及び調理従事者

等の健康管理、十分な加熱調理、施設・設備の衛生管理等について指導を実施します。 

特に、入院患者や高齢者、子供等のハイリスクな集団が喫食者となる病院や社会福

祉施設（保育園や高齢者関連施設等）の給食施設について、重点的な監視指導、衛生

教育を行うとともに、施設長を責任者とした危機管理体制を整備するよう助言等を行

います。 

さらに、市民に対して、手洗いの励行、便やおう吐物の適切な処理方法等について

普及啓発を行い、食中毒の発生及び二次感染の防止を図ります。 

イ カンピロバクター及び腸管出血性大腸菌を原因とした食中毒への予防対策 

カンピロバクター及び腸管出血性大腸菌による食中毒の原因の多くは、生または加

熱不十分の食肉の喫食であることから、食肉の取扱いに重点を置いた予防対策を実施

します。また、平成２９年の同一惣菜チェーン店で発生した腸管出血性大腸菌Ｏ１５

７による食中毒の原因では、加熱済みの惣菜を喫食して発症していた例もあったこと

から、二次汚染による食中毒に重点を置いた予防対策を実施します。 

国は、平成２３年の焼肉チェーン店における腸管出血性大腸菌を病因物質とする食

中毒事件の発生を受け、生食用食肉（牛の食肉（内臓を除く。））の規格基準を定め、

また、牛肝臓については、生食用としての提供を禁止しました。また、豚の食肉につ

いても、平成２７年６月１２日から、健康被害の重篤性等を鑑み、生食用としての提

供を禁止しました。 

一方、規格基準が設けられていない鶏等の食肉やその内臓については、それらを生

または加熱不十分で喫食したことがカンピロバクター等の食中毒の原因と強く推察

されています。 

本市では、食肉等を生や加熱不十分な状態で提供する施設の把握に努め、消費者へ

これらの食肉等を提供しないよう指導を行います。 
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また、二次感染による食中毒の予防については、飲食店等に対し原材料等から調理

済み食品への交差汚染をさせないよう指導を行います。 

食肉衛生検査所は、食肉の流通の拠点である、と畜場及び併設食肉処理場、並びに

食鳥処理場における細菌汚染についての衛生指導を強化します。 

さらに、市民に対しては、市広報紙や出張講座等の機会を捉え、食肉等の不適切な

生食によるリスクについて普及啓発を行います。 

 

ウ その他の食中毒への予防対策 

植物性自然毒を含む上記以外の食中毒について、原因物質ごとに対策を講じます。 

（ア）寄生虫を原因とした食中毒 

全国的に増加の傾向が認められる、魚介類の生食を原因とするアニサキス及びク 

ドア属粘液胞子虫による食中毒について、営業者及び市民に向け情報提供や注意喚

起を実施します。 

また、馬肉の生食を原因とする住肉胞子虫による食中毒について、必要に応じて、 

営業者及び市民に向け情報提供を行います。 

（イ）細菌性食中毒 

飲食店、仕出し料理・弁当調製施設及び給食施設等を中心に、食品及び各食中毒 

菌の特徴に則した衛生管理の指導を実施します。 

また、食中毒予防パンフレットやリーフレットを配布するとともに、各講習会や 

広報媒体を活用し、営業者及び市民に向けた情報提供を行います。 

（ウ）自然毒による食中毒 

ａ 植物性自然毒 

市広報紙や出張講座等により、毒キノコや有毒植物の情報を、季節を考慮しな

がらタイムリーに発信し、市民への注意喚起を行います。 

ｂ 動物性自然毒 

食中毒の発生は少ないものの、危害度が非常に高いふぐの調理を行う施設を対

象に、「埼玉県ふぐの取扱い等に関する条例」に基づく指導を実施します。 

 

（２）食物アレルギーによる危害防止対策 

アレルギー表示に関する監視指導と収去検査を一体的に実施することにより、アレル

ギー患者の摂取可能な食品の選択範囲を拡大するとともに、アレルギーによる健康被害

の発生を防止します。 

ア 食品製造施設（めん類製造業、菓子製造業等）への監視 

使用原材料や製造工程を調査し、表示方法等について確認、指導を実施します。 

あわせて、食品の製造工程におけるアレルギー物質の混入防止対策として、製造現

場で「簡易迅速検出キット」を用いて小麦やそば等の検査を行い、その結果に基づい

て指導を行います。 

イ 販売施設への監視 

輸入食品を含めた市内を流通する食品について、アレルギー表示の確認を実施しま

す。 
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ウ 収去検査 

適正なアレルギー表示の確認を目的に収去検査を実施します。 

また、その結果に基づき製造施設における製造工程等の確認及び指導を行います。 

エ 営業者への指導 

アレルギー表示については、消費者から製造者及び販売者への問い合わせが多く、ま

た不適切な回答は、アレルギー患者の摂取可能な食品の選択範囲を縮小するとともに、

アレルギーによる健康被害の発生の原因となることから、問い合わせに備えて、製造工

程や原材料規格書などの情報を集積しておくことを指導します。 

また、自主検査の実施を指導します。 
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４ 施設への監視指導 

食中毒の発生及び食品衛生法等に違反する食品の製造等の防止を目的に監視指導を実施 

します。 

 

（１）保健所が実施する監視指導 

ア 監視対象施設及び監視指導回数 

監視指導を効率的に実施するため、次のとおり、監視対象施設を分類し、予定監視

回数を定めます 

回数 主な対象施設 

１２回／年 卸売市場内の食品関連施設 

３回／年 食中毒等で行政処分を受けた施設※１ 

規格基準に違反した食品の製造又は加工等が確認された施設※１ 

２回／年 食品の自主回収を行った施設のうち、監視が必要と考えられる施設 ※１ 

大規模製造施設 

指定製造施設 ※２ 

１回／年 学校給食センター施設 

給食施設（病院、社会福祉施設（高齢者、障害者関連施設、保育園等）） 

飲食店営業（仕出し・弁当調製施設） 

大型量販店 

食肉処理業 

大量調理施設 

食肉等を生で提供・販売する施設 

漬物製造業施設 

食鳥卵選別包装施設（ＧＰセンター） 

農産物等直売所 

１回／６年 上記以外の製造施設、飲食店営業施設、給食施設及びその他の施設 

 

※１ 平成２９年度を対象とする。 

※２ 添加物製造施設等のように、規模は小さくても他の食品の原材料となり、広

域又は大量に流通し、ひとたび事故が起こると社会的影響の大きい施設であ

ると、保健所長が指定した施設 

 

イ 監視の内容（共通事項） 

 食中毒等食品による健康危害の発生を防止するため、各施設において次の事項を中

心に監視指導を実施します。 

・食品、添加物等の規格基準の遵守 

・施設の衛生管理（営業施設の基準及び管理運営の基準の遵守等） 

・食品の取扱い（原材料の確認から製品の出荷・販売までの管理状況） 

・食品の製造・加工・保存等に係る記録の作成・保存 

・表示の確認（アレルギー食品、遺伝子組換え食品、期限等） 
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ウ 監視の内容（個別事項） 

（ア）調理施設（給食施設、飲食店営業施設等） 

「大量調理施設衛生管理マニュアル」（平成９年３月２４日付け（最終改正：平

成２９年６月１６日付け）厚生労働省医薬食品局食品安全部長通知別添）に基づく

衛生指導を実施します。 

（イ）営業の特殊性又は時事に適した指導が必要な施設 

ａ 漬物製造業施設 

国は、平成２４年に発生した浅漬を原因とした腸管出血性大腸菌食中毒で複数 

の死者が確認されたことを受け、漬物の衛生規範を改正しました。これに基づき、

浅漬製造施設に対しての監視指導を実施します。 

ｂ 農産物直売所等の地域性が高い施設 

原子力災害対策特別措置法に基づき出荷制限等の措置が取られた食品について、

出荷・流通状況の確認及び措置の遵守について指導を行います。 

また、取り扱う食品の表示について監視を実施し、必要に応じて、製造施設に

対する指導を行います。 

    ｃ 卸売市場内の食品関連施設 

      広域流通する生鮮野菜･魚介類等の食品について、開場時間に合わせて早朝監視

を実施します。 

（ウ）埼玉県食品衛生自主管理優良施設確認制度で優良確認された施設 

施設の衛生管理が優良施設の確認を受けた申出書の衛生管理要領に基づき実施さ

れていることを確認します。重要管理点を設定した工程については、特に記録頻度

の妥当性について指導助言を行います。 

 

（２） 食肉衛生検査所が実施する監視指導 

ア 監視対象施設及び監視指導回数 

回数  対象施設 

開場日ごと と畜場 

６回以上／年 生鳥を扱う認定小規模食鳥処理場 

３回以上／年 生鳥を扱わない認定小規模食鳥処理場 

１回以上／年 
認定小規模食鳥処理場（食鳥処理場休止届の届出があった施設） 

輸出食肉関連施設（と畜場及び併設食肉処理場） 

 

イ 監視の内容 

（ア）と畜場 

と畜場においては、既にＨＡＣＣＰを用いた衛生管理の基準が導入済であるため、

定期的な外部検証等を実施します。 

また、Ｏ１５７・Ｏ１１１等の腸管出血性大腸菌を中心とする施設内の微生物汚

染防止対策を指導します。 

あわせて、牛海綿状脳症（ＢＳＥ）対策として、感染すると異常プリオンが蓄積

する回腸遠位部等の特定危険部位の確実な除去及び汚染防止、生体時の異常牛の検
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査の徹底を図ります。 

（イ）併設食肉処理場 

併設食肉処理場においては、既にＨＡＣＣＰを用いた衛生管理の基準が導入済で

あるため、定期的な外部検証等を実施します。 

また、処理場内の衛生管理及び食品の取扱い、並びに食品の製造・加工・保存等

に係る記録の作成・保存について監視指導を実施します。 

あわせて、併設食肉処理場においてもＢＳＥ対策として、特定危険部位である牛

の脊柱の適切な除去及び処分の徹底を図ります。 

（ウ）認定小規模食鳥処理場 

処理場の事業者に対して、ＨＡＣＣＰを用いた衛生管理の基準の導入に向けた指

導や必要な助言を行います。 

また、処理場内の衛生管理の指導を行うとともに、食鳥処理衛生管理者が行う、

食鳥とたいの確認に対して、必要な技術的指導及び助言を行います。 

 

（３）違反を発見した場合の対応 

ア 製造した食品及び表示の違反への対応 

食品製造施設において違反を発見した場合、違反に至った原因を調査し改善を指導

するとともに、改善されるまでの間の販売停止及び流通している食品の回収等を指導

します。 

イ 市場流通食品の違反への対応 

市場、販売店等で違反を発見した場合、販売を停止するとともに、当該食品を製造

した施設の調査、指導を実施します。 

ウ 食品営業施設の施設基準・管理運営基準違反への対応 

 基準適合に向け改善を指導します。改善が確認されるまで、随時、立入検査を継続

します。 
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５ 食品等の検査 

 

（１）食品衛生法に基づく食品等の検査予定数 

平成３０年度の検査予定数は、過去の違反状況、危害度等を総合的に検討して設定し

ます。 

また、埼玉県、さいたま市、川越市及び川口市と連携し、同一食品の重複検査防止等、

効果的かつ効率的な検査を実施します。 

検査項目 対象食品 検体数 項目数 

微生物検査 

（一般細菌数、大腸菌群、

食中毒菌等） 

 

加工食品（弁当、総菜、冷凍食品等）、

生鮮食品（魚介類、食肉、卵等） 

63 145 

理化学検査 

 

 

 

 

残留農薬 野菜、果実及びその加工品等 20 1,000 

食品添加物 

（指定外添加物を含む） 

冷凍食品、魚介類、肉類加工品、輸入

菓子等 

46 460 

動物用医薬品 牛乳、食肉、魚介類、ハチミツ等 42 2,000 

アレルギー物質 めん類や菓子等の加工食品等 23 46 

放射性物質 

※市内製造・流通食品 

食肉、魚介類、野菜等 8 16 

合   計 202 

 

3667 

 

（２）主な検査の内容 

ア 微生物検査 

（ア）規格基準に基づく検査 

法第１１条で規定する「食品、添加物等の規格基準」の「成分規格」において、

微生物の基準が設けられている食品についての検査を実施します。 

主な対象食品として、冷凍食品、食肉製品、生食用かき等があります。  

（イ）衛生規範に基づく検査 

製造等において衛生上の配慮が必要である食品について、厚生労働省が作成した 

営業者の食品の衛生的な取扱い等についての指針である衛生規範に基づく検査を実

施します。 

対象となる食品は、弁当及び総菜、漬物、洋生菓子、生めん類です。 

 

イ 残留農薬検査 

「食品中に残留する農薬等に関するポジティブリスト制度」に対応するため、農薬

等について、検査を実施します。 

ウ 食品添加物検査 

添加物の使用量の超過や対象外使用の有無について、使用基準の検査を実施しま

す。 
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また、指定外添加物（わが国では使用の認められていない食品添加物）の使用の有

無について検査を行います。 

エ 動物用医薬品検査 

食肉、鶏卵等についても過去の違反事例等を考慮した検査項目で検査を行います。 

オ アレルギー物質検査 

収去検査および「簡易迅速検出キット」を用いた検査については、３の（２）「食

物アレルギーによる危害防止対策」に記載。  

カ 放射性物質検査 

福島第一原子力発電所事故に伴う食品中の放射性物質の検査については、「農畜水

産物等の放射性物質検査について」（平成２５年３月１８日付け厚生労働省医薬食品

局食品安全部長通知）中の「地方自治体の検査計画について」に基づき実施します。 

 

（３）違反を発見した場合の対応 

検査の結果、違反が発見された場合には当該食品等について、必要に応じて廃棄、回 

収等食品衛生上の危害を除去するための措置を速やかに講じます。 

あわせて、生産、製造、加工等を行った施設に対して、原因の究明を行い、その結果を 

踏まえ、再発防止のための改善指導を実施します。 

必要に応じ、法第５４条、第５５条又は第５６条の規定に基づく処分を行い、悪質な

事例については告発を行います。 

広域流通食品等及び輸入食品等に係る違反を発見した場合には、関係する都道府県等 

の食品衛生担当部局、厚生労働省又は消費者庁へ迅速に情報提供し、連携して必要な措

置を講じます。 

また、規格基準違反となった市内製造・流通食品等については、食品衛生上の危害の

状況を明らかにし、危害の拡大防止及び再発防止を図るため、速やかに市ホームページ

等での公表を行います。 

 

（４）と畜場、食鳥処理場における検査 

ア と畜検査等 

と畜検査員が、と畜場に搬入された全ての牛、豚等について、と畜場法に基づき次

のとおりと畜検査を実施します。検査不合格の場合は、食用に供されないよう、適切

な措置を取ります。 

（ア）生体検査：搬入された家畜について、望診、触診を行い疾病及び異常の有無を確

認します。 

（イ）解体前検査：と殺された家畜について、疾病及び異常の有無を確認します。 

（ウ）解体後検査：頭部、枝肉及び内臓について、疾病及び異常の有無を確認します。 

イ 精密検査 

と畜検査等において通常の肉眼検査で判定が難しいものについては、微生物学、病

理学、理化学検査を行い、その結果により病気を判定します。 

ウ 施設の衛生管理に係る検査 

（ア）Ｏ１５７・Ｏ１１１等の腸管出血性大腸菌拭き取り検査 

牛を扱うと畜場において、糞便や腸管内容物による汚染対策が適切に行われてい

ることを確認するために、牛枝肉の腸管出血性大腸菌拭き取り検査を実施します。 
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（イ）ＧＦＡＰ（グリア線維性酸性タンパク）拭き取り検査 

牛を扱うと畜場において、特定危険部位の除去等が適正に行われていることを確

認するため、牛枝肉のＧＦＡＰ拭き取り検査を実施します。 

（ウ）一般細菌・大腸菌群拭き取り検査 

と畜場において、設備・器具等の衛生管理や枝肉の取扱いが適正に行われている

ことを確認するため、枝肉及び設備・器具等の一般細菌・大腸菌群拭き取り検査を

実施します。 

（エ）その他の検査 

使用水の検査、排水の検査等を必要に応じて実施します。 

 

 

６ 一斉取締りの実施 

重点的な監視を行うため、次のとおり期間及び対象施設を定めて集中的な監視指導及び

食品の検査を実施します。 

このほか、特定の違反事例が頻発するなど、食品衛生に係る問題が発生し、かつ、全国

一斉に同一の事項を対象とした監視指導の実施が必要な場合は、随時、一斉取締りを行い

ます。 

 

（１） 夏期食中毒予防対策月間 

期間：７月及び８月 

主な対象施設：大型量販店（スーパー、デパート等）、大規模製造施設、大量調理施

設（仕出し弁当店等）、卸売市場、魚介類を取り扱う施設及び生食用

食肉を取扱う施設 

 

（２）食肉衛生月間 

期間：７月及び８月 

主な対象施設：と畜場及び食鳥処理場並びにそれらに併設された食品関係施設 

 

（３）年末一斉取締り月間 

期間：１２月 

主な対象施設：大量調理施設（高齢者関連施設、保育園等）、大型量販店（スーパー、

デパート等）、大規模製造施設、卸売市場、ふぐ提供施設、ふぐ取扱

施設、正月用食品及び生カキ等を取り扱う施設 
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７ 食中毒等健康危害発生時の対応 

 

（１）食中毒発生時の対応 

保健所は、医師や患者等からの通報に基づき、患者の症状や喫食状況の調査を適切に

行うとともに、食品、検便等の検査結果をもとに、必要に応じて関係機関等と緊密な連

携を図り、迅速かつ的確な措置を行います。 

食中毒の原因食品が判明し、原因施設が明らかになった食中毒事件や市民の健康被害

防止の観点から注意喚起が必要な場合は、速やかに記者発表等による公表を行います。 

 

（２）食品テロへの対応 

食品の製造・供給過程で有害物質が混入された場合、被害の発生範囲が拡大すること 

が予想されます。このため、発生（疑いを含む。）の情報を探知した場合は、次の対応

を迅速に行います。 

ア 情報の収集および市内外の関係機関との共有化に努め、市民への正確な情報の提供

を行います。 

イ 必要に応じ「相談窓口」を設置し、市民の不安払拭に努めます。 

ウ 保健所における調査及び必要な検査を円滑に実施します。 

また、平時においては前述の対応が遅滞なく行えるよう、緊急連絡網の整備や検査体

制の整備に努めます。 

 

 

８ 食品衛生自主管理の推進と体制の確立 

 

（１）食品衛生自主管理の推進 

平成２７年９月、越谷市食品衛生法施行条例の一部改正をし、食品等事業者が実施す

る管理運営の基準に、新たに「危害分析・重要管理点方式を用いる場合（ＨＡＣＣＰ導

入型基準）」を加えました。 

食品衛生対策の主体は、本来的には食品等事業者が自ら担っており、原材料の納入か

ら食品の製造・流通・販売に至る一連の工程において、自主的な衛生管理が必要不可欠

となります。このため、本市では、将来的なＨＡＣＣＰの義務化に備えるために、食品

等事業者に対して、ＨＡＣＣＰの考え方に基づく衛生管理体制の推進について助言、指

導を行い、自主衛生管理の推進を図ります。 

 

（２）自主回収の支援・指導 

食品関係営業者が自主検査等の結果により自ら食品等の回収を行う場合には、当該品

が迅速かつ的確に市場から排除されるよう、他自治体へ情報提供を行うとともに市ホー

ムページで、積極的に情報を発信します。 

あわせて、当該営業者に対しては再発防止のための原因究明に努めるよう指導します。 
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（３）最新の食品衛生情報の周知徹底 

食品衛生管理者及び食品衛生責任者（以下「食品衛生管理者等」という。）に対し、

適切にその職責が果たされるよう、講習会等の場を用いて、食中毒や食物アレルギー等

の最新の食品衛生情報の提供を行います。あわせて、その情報が、従事者にしっかりと

伝わるよう指導します。 

また、営業者に対しては、食品衛生管理者等の意見を尊重させ、衛生意識の向上を図

ります。 

 

（４）食品衛生指導員活動の推進及び支援 

越谷市保健所管内越谷食品衛生協会の食品衛生指導員等による食品営業施設の巡回指

導や、手指、器具等のふきとり検査の実施等、食品関係営業者に対する助言指導の活動

を推進します。 

 

（５）と畜場や食鳥処理場における講習会の開催 

と畜場の衛生管理責任者及び作業衛生責任者並びに食鳥処理場における食鳥処理衛生

管理者による自主管理の徹底を指導するとともに、従業員等に対する講習会の実施など

定期的に教育を行っていきます。 

 

 

９ 市民等に対する情報提供・普及啓発 

 

（１）インターネット、広報紙を活用した情報提供・普及啓発 

市ホームページや広報紙を通じて、最新の食品衛生情報や食品等による危害発生防止

の情報等を提供します。 

また、家庭における食中毒予防に重点を置き、ノロウイルス等による食中毒及び感染

性胃腸炎、カンピロバクター食中毒並びに夏場の細菌性食中毒等について、情報提供・

普及啓発に努めます。 

 

（２）パンフレット等による普及啓発 

市民や食品等事業者に対して、正確でわかりやすい食品衛生に関する情報を提供する

ため、食品衛生パンフレットやリーフレットを作成・配布します。 

 

（３）出張講座等による普及啓発 

市民や食品等事業者に対して、出張講座や研修会等を通じ、食の安全・安心に係る情

報提供・普及啓発に努めます。 

 

（４）営業者に対する普及啓発 

営業者に対して、営業許可更新時、夏期食中毒予防対策月間や年末一斉取締り月間な

どにおける食品衛生講習会の開催やパンフレットの配布等により、最新の食品衛生情報

や食中毒発生状況等についての情報提供に努めます。 
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１０ 食の安全・安心確保に携わる人材の養成及び資質の向上 

 

（１）営業者に対する衛生講習会 

食品営業施設の営業者、食品衛生責任者及び従業員等に対して、食品衛生の講習会を

実施するとともに、定期的に情報の提供を行っていきます。 

 

（２）優良施設等の表彰 

食品衛生意識の向上を図ることを目的として、２年に１回、模範的な食品関係営業者

や従業員、衛生管理の優秀な施設に対して、市長表彰を行うとともに、埼玉県知事表彰

及び厚生労働大臣表彰への推薦を行います。 

 

（３）食品衛生監視員等による調査研究等 

監視指導に従事する食品衛生監視員、食品衛生検査担当職員、と畜検査員及び食鳥検

査員に対し、食品安全行政の新たな枠組み、新開発・新技術応用食品、ＨＡＣＣＰ等衛

生管理技術、その他食品衛生に関する専門的知識や新たな検査技術の取得を図るため、

内部研修を実施するとともに、厚生労働省や近隣の自治体が主催する研修会や講習会等

に参加して、職員の資質向上に努めます。 

 

 

１１ 監視指導計画の実施状況の公表 

本計画の実施状況は、翌年度の６月までに、また、夏期、年末等の一斉取締り結果に

ついては、その都度、市ホームページ等で公表します。 

また、施設の監視指導件数や食品添加物、残留農薬等の検査件数等については、適宜、

同ホームページに掲載します。 

なお、本計画に重大な変更があった場合は、遅滞なく公表します。 

 

 


